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1. 分析の視角（問題意識） 
 (１) 余呉町の施政方針 
 (２) 既存研究の視角で見る余呉町 
 (３) 本研究の視角～「長期段階的撤退モデル」～ 
2. 町の概況 
 (１) 地形・気候・交通 
 (２) 人 口 
 (３) 産 業 
 (４) 地域特性 
 (５) 集 落 
3. 集団移住事業に至るまでの背景・事業の構想 
 (１) 昭和30年代の環境変化 
 (２) 余呉村の薪炭産業の衰退 
 (３) 北部山間地集落の特殊事情 
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 (５) コンサルタント意見書から見る集落の経済状況 
4. 集団移住の経緯 
 (１) 第一次集団移住（奧川並） 
 (２) 集落の一致化 
 (３) 第二次集団移住（針川） 
 (４) 第三次集団移住（尾羽梨） 
 (５) 第四次集団移住の挫折 
 (６) 集団移住事業の効果と集団移住の条件          （以上本号) 
5. ダム建設と集団移住                  
 (１) 湖北総合開発事業と余呉湖のダム化 
 (２) 丹生ダム（高時川ダム）の建設と経緯 
 (３) ダム建設の個人・地域への補償とダム建設の頓挫 
 (４) 「長期段階的撤退モデル」と国の事業 
6. ハコモノ行政のツケと「平成の大合併」の難航 
 (１) 補助金行政の経緯 
 (２) 合併協議への取組と挫折 
 (３) 当初合併協議破綻後の「誤算」 
 (４) 放射性廃棄物処分場誘致の立候補表明 
7. 「合併後」の地域ケアシステムづくり 
 (１) 第三期介護保険事業計画の策定と町内外のキー・パーソン 
 (２) 介護保険事業計画の策定 
 (３) 住民の協力 
 (４) 運営主体の選定と施設の事業化 
 (５) 合併への再始動 
8. 余呉町政研究から見る理論的示唆 
 (１) 「相互依存モデル」の適用妥当性 
 (２) 「相互依存モデル」による自治観の限界 
 (３) 住民自治のダイナミクスへの考慮の必要性 
 (４) 「長期段階的撤退モデル」の《その後》 
 (５) おわりに 
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  八草
はっそう

（岐阜県と滋賀県の境の峠：筆者補注）から粟柄
あわがら

へかけてのあいだ、すなわち滋賀県と福

井県の境の山々は雪のふかいところで、少し多くつもるところでは、６メーターもあるというこ

とです。八草峠から10キロほど北に行ったところに、奥川並
おっこうなみ

という村があります。谷の奥の行き

つまったところにあって、川下の方の村人は、川におわんが流れて来たので、その川上に村のあ

ることを知ったといわれるほど不便な村なのです。昭和10年の大雪には、10メートルもつもって、

みな少しずつ家がゆがんでいるといわれています。20日ほどの間は、往き来がたえてしまって、

ようすが少しもわからないから、村長さんが心配して、県の役人や赤十字病院の医者や看護婦と

いっしょにお米をせおって行って見ると、どこの家のふつうの出入口は雪でとざされてしまい、

屋根の破風
は ふ

から出入りしていました。イロリの火一つが家の中のあかりで、雪の底のあなのよう

な中でくらしているのです。ですから病人も多くて、奥川並のほか、その近くにある５つの村
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

で

96人も病人がありました。こんなところでは、病気になっても医者に見てもらえず、死人があっ

ても雪のとけるまでは雪の中に死がいをうずめておいて、春をまってお葬式をするそうです。 

  雪がどんなに人々を苦しめているかがよくわかります。しかし、そういうところにまで人は家

をたてて住んでいます。家もたいへんいたみやすくて、３年も人が住まないと、どんなにじょう

ぶにつくってある家でもたおれてしまうといいます。屋根につもった雪の重みでそうなるのです。 

  雪の多い山の中では、その雪にたえかねて、冬も明かるい
マ マ

土地を求めて立ち去った人がたくさ

んありました。 

  宮本常一「ふるさとの生活 一 滅びた
● ● ●

村
●

 ２ 雪の中のくらし」（1950
● ● ● ●

年
●

）より 

  ［宮本、1968：17-18］、傍点筆者 

 

 

 1. 分析の視角（問題意識） 

 

(１) 余呉町の施政方針 

   本稿は、滋賀県余呉町(１)を手がかりとして、基礎的自治体の在り方を考えるもの

である。村長任期最後の予算議会となる1970（昭和45）年３月11日の余呉村議会第２

回定例会において、当時の桐畑辰治郞村長（村長在任1963（昭和38）年１月～1971

                                                                                 

(１) 余呉町は、2010（平成22）年１月１日に長浜市に編入されたが、本稿は2009（平成21）年12

月時点の合併前の状況を「現在」としているため、以下、本稿の対象となる時期の状況を指す

場合には余呉町と表記している。また、余呉町は、1971（昭和46）年４月に町制施行されてい

るが、原則として町制施行以前の状況については、単に余呉村又は新余呉村と表記している。

三か村合併以前の余呉村は、旧余呉村と表記する。 
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（昭和46）年１月、助役在任1955（昭和30）年２月～1963（昭和38）年１月）は、村

長在任中の最後の施政方針並びに1970（昭和45）年度予算提案理由説明を行った。町

制への移行の道筋をつけ、四半世紀にわたって助役・村長として果たしてきた自身の

村政運営を総括するような形で、以下のように述べている。 

 

    村政に対する私の所信を申し述べたいと存じます。吾が国の最近の目ざましい経済成長…

…高度成長を続けんとする吾国の現実に対処するため村政においても時代と即応して物心両

面の堅実で豊かな繁栄をもとめて常に新しい観点に立って勇気を持って積極的に諸問題の解

明に当たらなければならないことは申し上げるまでもありません。本村は今日まで高度経済
● ● ● ●

成長の谷間にあってきびしい条件
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

のもとで村議会は勿論村民全般の御協力を得て着々実践を

治め村民の生活環境は著しく改善されたと思うのであります。即ち、武生木の本線の開通、

中学校の統合と寄宿舎建築。柳ヶ瀬線の廃線と云う歴史的時態に処してバス運行による交通

の確保は村政の中核をなす、役場庁舎建設、多年の懸案であった保野開田事業構造改善事業、

保育所の新築、社会教育プールの新設、県道村道の改良補
ママ

装の推進、各河川の復旧工事砂防

事業の推進、全国的に稀な奥川並進団移住の決行等いつも他町村に一歩進、村自
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

態の構想の
● ● ● ● ●

もとに意慾的に進められて来た
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

のであります。然し、時代の進展は着々とその度を早め社会

構造の急激な変化は１日の遅緩が許されない状況であります。更に1970年の新しい年代をむ

かえて当面の利害得失のみに捉われることなく遠い時来21世紀
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

の時代を想起して
● ● ● ● ● ● ● ●

高い理想と

夢の実現を期すべく村民一丸となって努力しなければならないと存じます。本年はまたこう

した理想とゆめを目途としたその方向に大きく第一歩を踏出す意義ある年である事を念願す

る次第であります。 

    以下は村政上の諸問題について私なりに解明を致したいと思います。 

    （以下省略、傍点筆者） 

 

   戦後日本の自治体は、高度経済成長と過疎と過密の同時進行の影響を受けながら、

それぞれに自治体の政策運営を行ってきた。本稿では、過疎と高齢化の進行する自治

体である余呉町を手がかりに、自治体が、「21世紀の時代を想起して」長期の「村

自態
マ マ

の構想のもとに意慾的に進め」てきた自治の在り方を探るものである。過疎（＝

人口減少）と高齢化は21世紀の日本の多くの自治体の直面するであろう環境要因であ

り、その意味で、余呉町の在り方は、これからの多くの自治体の在り方に示唆を与え

てくれると考えるのである。 

ママ マ  マ 
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(２) 既存研究の視角で見る余呉町 

   これまでの戦後日本の地方自治研究では、高度な集権体制によって自治体の政策運

営における自律性は大きな制約を受けているという立場が主流をなしてきた。この見

解は、学界の一部で有力な異論があるものの、学界・実務界・政界・言論界に概ね受

容された。1995年以降の地方分権推進の動きは、こうした集権体制が戦後日本では存

在してきたことを前提としている。自治体は、機関委任事務体制などを通じて国によ

る強力な行政・財政統制を受け、従属的な存在とみなされていたのである。それゆえ

にこそ、2000年改革では機関委任事務制度の廃止が実施され、また、三位一体改革で

は補助金の整理と税源移譲が模索され、第３次分権改革では義務付け・枠付けの緩和

が目指されているのである(２)。 

   とりわけ、中山間地・農山漁村・離島半島・奥地辺地僻地・災害常襲等の過疎町村

は、戦後日本の高度経済成長の恩恵を充分に受けることはできず、社会経済情勢の急

変による人口流出や、産業・エネルギー構造の転換に伴う地域・地場産業の衰退と

いった深刻な影響を受けてきた。そのようななか、国が企画する数多くの事業メ

ニューを受け入れざるを得ず、財政的な依存度はきわめて高かった。こうした事態を

観察するならば、通説的見解と村松岐夫が命名した「垂直的行政統制モデル」が妥当

するように思われる。 

   他方で、本稿で取り上げる余呉町の歴史を振り返ると、単純に、中央の指示通りに

動く存在という自治体観では、その実態を充分に表現できない。ピーク時でも６～７

千人程度の人口に過ぎなかった余呉町ですら、多くの行政サービスを抱え、いくつも

の国家プロジェクトの執行に関わってきた。それらは、必ずしも国から一方的に指示

されたものではなかったのであり、むしろ、余呉町の側から滋賀県・国に政治的にも

働きかけを行い、他の自治体との水平的競争のなかで余呉町に誘致・誘導してきたも

のである。上記の施政方針でいえば、道路開通、バス運行、役場庁舎建設、構造改善

事業、保育所建設、プール建設、道路改良舗装、河川復旧工事砂防事業などの、土木

事業・ハコ物事業による自治体運営である。こうした国・自治体間関係は、通常、地

方が国に企画立案（政策アイデア）や法的権限・財源を依存し、国が地方に執行を依

存するという（村松岐夫が主張する）「相互依存モデル」で説明される。自治体の側

                                                                                 

(２) 第３次分権改革とは、金井［2007］の用語法である。一般的には、第２期分権改革と呼ばれ

ていたようであるが、最近では、「地域主権改革」などと改称されるに至っている［金井、

2010］。 
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の行動から見れば、他の自治体との競争や自治体内の選挙という競争のなかで政治的

な主体として現れる点で、「水平的政治競争モデル」で説明される。また、政策・事

業の性質からは「土木国家」ともいわれ、政治体制の在り方からは「利益誘導政治」

とも呼ばれてきた。 

   しかし、村松の所説を詳細に検討すれば、「垂直的行政統制モデル」と「相互依存

モデル」とは、本来相対立する相互排他的な分析視角ではない。垂直的な行政統制の

構造があるがゆえに、自治体側は、「自態の構想のもと」自らの自主的なイニシア

ティブによって国への陳情を「意慾的に」に行う。垂直的行政統制がなければ、国に

陳情する意味はない。そのときには、むしろ、自治体の自主性は国に対しては放射さ

れず、地域内での内発的政策遂行に向かうからである。自治体から国に垂直上方に放

射された自主性は、「全国的にも稀」な政策・事業により「いつも他町村に一歩前

進」（村長施政方針）を目指す自治体間の政治的な水平的競争を通じて発揮され、自

らの自治体に誘致する。その際の自治体側の交渉資源は、国が自治体に事業執行を依

存しているという垂直的行政統制という構造そのものである。そして、陳情の成功は、

新たな国の事業・施策を生み出し、それが自治体に対して垂直下方に放射されること

で、さらに垂直的な行政統制の構造を強化していく。 

   赤木須留喜は、これを中央のパターナリズムと地方のエゴイズムの対応関係として

捉え、サディズム的 マゾヒズム的支配＝従属関係と命名している［赤木、1978：

19］。赤木は単純に「垂直的行政統制モデル」のみを分析していたのではない。赤木

の概念規定は、国・自治体間の相互依存関係において、自治体が自主性を発揮すれば

するほど中央統制が強化されるという自縄自縛の集権的構造のメカニズムを端的に表

現している。「相互依存モデル」は、集権的構造の均衡メカニズムを説明するモデル

として機能するのである。国に向かう自主性と国からの統制の相乗的構造のなかで、

あるいは自治と統制の相乗的構造のなかで、自治体や地域社会が国に対してしたたか

に自主性を発揮したにも関わらず、あるいはそれゆえに、「内発的発展｣(３)は起こら

ず、むしろ国からの統制と外部への従属が強化され、地域の疲弊や過疎は一向に収ま

らない構造を示していることも重要である。 

   余呉町における国との相互依存関係は、単に「垂直的行政統制モデル」に対比され

                                                                                 

(３) 「内発的発展論」では、疲弊や衰退が生じたのは自治運営の失敗によるものだということに

なる。その意味では、国に対する問責を排除することにより国の無答責・無謬性を保障するも

のであり、集権的にも機能しうる。 

→
←
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る「相互依存モデル」ではなく、集権的構造の均衡メカニズムを内包した概念によっ

てより適切に理解できるように思われる。また、余呉町は、そうした意味での＜相互

依存＞の典型例ともいえるかもしれない。そこで、以下では、集権的構造の均衡メカ

ニズムを包含した相互依存モデルを＜相互依存モデル＞と括弧付で示し、「垂直的行

政統制モデル」に対比される狭い意味で用いる場合には「相互依存モデル」と表記す

る。図式的に表現すれば、＜相互依存モデル＞＝「垂直的行政統制モデル」＋「相互

依存モデル」、となる。そして、通説的見解では、こうした＜相互依存モデル＞の状

態を、集権体制と自治体の真の自律性のなさとして理解してきたのである。 

 

(３) 本研究の視角～「長期段階的撤退モデル」～ 

   もっとも、このように広義に理解し直した＜相互依存モデル＞にしても、長期の時

間軸で捉えようとする場合には限界がある。余呉町のような長期的に一貫して進行す

る過疎に直面してきた町村に対しては、国と自治体間の政府間関係に焦点を当てた

＜相互依存モデル＞だけでは、そのダイナミクスを適切に表せないように思われる。 

   第１に、住民と行政との距離が小さく、戦前以来の旧慣を引き継いできた地域共同

体（余呉町では集落・区）がなお存在する状況は、過疎町村の分析には欠くことので

きない視角だということである。規範的には、「隣保」「自治の美風」「醇風美俗」

「互助・共助」「ボランティア」「コミュニティ」「小さな自治」「地域自治」「自

治体内分権」「住民自治組織｣(４)などとして、常に衣替えをしつつ、再評価される傾

向がある。その一方で、自治体内における多元的な民主主義の立場からは、否定的に

捉えられ得る。これらの地域共同体が、個々人の自由な政治的活動を阻害し、特定政

治勢力への動員を可能として、重苦しい閉塞的な地域社会を形成してきたという批判

である。地域共同体の存在は、弱体な過疎町村の行政能力を補完する可能性もあるが、

逆に、地域共同体を維持するためのさまざまな住民の課役負担は、地域からの住民の

流出と地域共同体の弱体化を加速度的に進めた可能性もある。 

   後述するように、余呉町の場合には、炭焼きと焼き畑で全戸が生計を立ててきたと

いう奥地集落の特殊性や、郵便・急患の搬送、道普請などの公的必要サービスを自律

                                                                                 

(４) 本稿では、「住民自治」を、住民が自治体政府を民主的に統制するという意味で用いている

が、ここでは、住民が自治体政府とは別に活動することを指している。多くの自治体では、こ

のような矮小化された「住民自治」概念が実践的かつ規範的に使用されている［金井、2009］。 
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的に担ってきたことが、「集団移住｣(５)という結果になったと考えることができる。

裏返していえば、同じ余呉町内の僻地であっても、国道沿線の集落の場合、集団移住

の話は全く出ない。この違いは、町当局の方針だけでは説明がつきにくい。 

   さらに、国・県だけではない町外の多様な主体との相互作用は、自治体の在り方に

少なからぬ影響をもたらしている。後述するように、最近の地域ケアシステムの構築

においてはこうした要因抜きには理解することはできない。基礎的自治体の在り方は、

当然ながら、国・自治体間の政府間関係の分析だけでは把捉できないのであり、地元

住民、集落、自治体第一線職員、町外住民、事業者などとの重層的な関係性にも着目

した考察が必要となってくるであろう。そのなかでも、特に集落（住民組織）や居住

の在り方は大きな意味を持つ。 

   第２に、余呉町は一貫して続く過疎＝人口流出のなかで、段階的に地域から撤退し

てきた。上記施政方針で言及されていた、「中学校の統合と寄宿舎建築、柳ヶ瀬線の

廃線と云う歴史的時態に処」すこと、さらに「全国的に稀な奥川並進
ママ

団移住の決行」

は、必ずしも＜相互依存モデル＞では捉えきれない。＜相互依存モデル＞は、自治体

や地域社会があたかも永久不滅の存在であることを仮定しているか、あるいは、ごく

短期間の静学的な構造均衡を扱うモデルである。しかし、現実の戦後日本の自治体は、

一貫する「過疎と過密」の進行という長期的動学のなかで考察される必要もある(６)。

過疎の側では一貫して、居住空間の縮小あるいは居住前線の撤退が続いている。この

ような特有の政策課題に自治体はどのように対応してきたのかを、モデルのなかに組

み込む必要がある。 

   そして、そのような過疎の進行が、しばしば、合併を促してきた。しかし、そもそ

も、＜相互依存モデル＞では、合併によって自己自身を消滅させるという自治体の決

定を説明することはできないのである。確かに、合併交渉段階では、各自治体はその

主体性を活かして、市町村間の水平面でも、国・県との垂直面でも交渉するので、

＜相互依存モデル＞でも説明がつく。しかし、合併が成就するやいなや、＜相互依存

モデル＞で主体性を発揮すべき一方の当事者が存在しなくなってしまうのである。

＜相互依存モデル＞は、合併の瞬間までしか理論射程がないのである。＜相互依存モ

デル＞は、昭和と平成の大合併の間という、自治体の器の安定した時代を射程とする

                                                                                 

(５) 余呉村（町）で使用されてきた用語。以下、本稿では特に断りがない限り、カッコをつけず

にこの用語を用いている。 

(６) この点に関しての先駆的着眼は、西尾［1979］に見られる。 
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分析視角なのである。 

   また、＜相互依存モデル＞では、過疎の自治体が外部から相互依存の交渉によって

獲得する資源があり得るという意味で、過疎自治体とは別に国内に資源の過剰な国あ

るいは自治体・地域が存在することも、予定されている。全体的な経済成長・人口増

加のなかでの長期的な過疎と過密の同時進行がある場合に成立するモデルなのである。

＜相互依存モデル＞は、そのモデルが暗黙のうちに与件としていた環境要因があるの

であり、その意味では射程が特定されているのである。 

   本論で触れることになるが、昭和の大合併のときに旧余呉村・片岡村・丹生村の三

か村合併で成立した新余呉村（余呉町）では、全国でも早い時期に集団移住を行い、

実質的には、旧丹生村の奥地の一部地域を段階的に閉鎖してきた。三か村合併は、丹

生村単独では困難な一部奥地集落からの撤退を、新余呉村という大きな枠組のなかで

実現するための器作りであったと見ることができる。学校も鉄道も撤退・集約の歴史

である。最近では、余呉町行政当局は自身の消滅に備えて、後述するように、地域密

着型の介護保険事業として、認知症高齢者をはじめとする人たちの共同生活の基盤を

地域社会レベルに整備していた。新長浜市に編入される現余呉町域は、自前の基礎的

自治体を失うがゆえに、現余呉町域の地域のためには、地域社会レベルでの組織基盤

の強化が必要である。他方で、旧丹生村域の地域社会が余呉町のなかで段階的に閉鎖

されてきたように、現余呉町域の地域社会は新長浜市のなかで段階的に閉鎖されてい

くかもしれない。 

   過疎地域における自立困難者の移住を促し、町の歴史を自ら閉じる事業や決断は、

規範的な意味で自治的といえるかということについては議論があろうが、それは社

会・経済・自然・政治・行政の構造的な制約の下での決定であり、基礎的自治体の在

り方は、長期的なトレンドという環境要因のなかで位置づけて考察する必要がある。

そして、長期的趨勢のなかで生じている地域社会の消滅と転生、及び、自治体の消滅

と転生とは、第１点と第２点とが密接に絡まり合っていることを物語っている。自治

体と地域社会（集落）は同時に消滅することはできず、交互に（あるいは、タライ回

し的に）撤退を進めているのである。 

   過疎地域における基礎的自治体の責任ある自治運営の在り方とは、地域空間におけ

る居住前線の長期的な縮小と撤退において、その速度を調節しつつ住民生活を維持す
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るという、殿を務めることである(７)。そこでは、地域社会の生き残りをかけて、

「内発的発展」や「地域活性化」のために「頑張る」必要はない。＜相互依存モデ

ル＞も「内発的発展論」も、地域社会の飽くなき発展への執着を前提としてきた。し

ばしば、そのような地域活性化への執着が、大きなツケとして自治体や地域社会さら

には住民に重くのしかかっていることも事実である(８)。余呉町でも、そのような執

着のツケは負債となって蓄積されている。しかし、余呉町では、同時に、自由放任で

はない政治・行政的な秩序をもって、居住前線の縮小を図ろうともしてきた。その手

段として、＜相互依存モデル＞で説明できる行動をとった時期もあったが、必ずしも

それに拘泥するものでもなかった。ここに、長期的趨勢を前提としつつ、地域社会の

「看取り」を責任をもって果たそうとする自治運営のモデルを見出すことができる。 

   本稿では、このような、経済的停滞と過疎化の社会経済的環境のなかでなされる、

地域空間の居住前線の長期的縮小や撤退の行動を「長期段階的撤退モデル」として捉

え、その視角から余呉町における居住移転に関する施策である集団移住に注目し、考

察する。自治体は、地域住民の生活に責任を負うなかで、地域活性化を追求すること

なく、粛々と縮小・撤退の行動をとることがある。その過程では、＜相互依存モデ

ル＞に見られるような行動を行うこともあるし、むしろ、自主・自律的な路線を選択

することもある。しかし、それらの行動は、長期的な趨勢を見通した上での、地域社

会の「看取り」の戦略のなかに位置づけられている。 

   余呉町の場合には、具体的には、集団移住事業、丹生ダム事業、平成の大合併、地

域ケアシステムづくりが、こうした「長期段階的撤退モデル」を構成する諸行動にな

るため、本稿の分析ではこれらの事業に着目する。「長期段階的撤退モデル」とは、

長期的趨勢として不可避的に人口流出などの過疎に直面した基礎的自治体が、地域住

民の生活の確保に責任をもって対処するときの、自治運営の１つのモデルである。 

   「長期段階的撤退モデル」は、＜相互依存モデル＞では説明しにくい、過疎地に特

有の政策課題に基礎的自治体がどのように対処してきたかということを射程に入れて

いる。つまり、地域の長期的衰退は、自治運営の結果ではなく、環境与件としている

という点で、＜相互依存モデル＞とは前提条件が異なっている。今後予測される日本

社会全体の高齢化と人口減少は、戦後日本の過疎町村においては何十年も前から経験

されてきたことである。その意味で「いつも他町村に一歩前進」（前記施政方針）し

                                                                                 

(７) この点に関して、［金井・今井、2008：170］。 

(８) この点に関して、［光本・金井、2008］［光本・金井、2010］。 

しんがり
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た余呉町の分析は、他の基礎的自治体にとっても参考になることが多いと思われる。 

 

 

 2. 町の概況 

 

(１) 地形・気候・交通 

   余呉町は、滋賀県の最北端に位置する山村で、東西12.4㎞、南北21.6㎞の縦長に広

がる。面積は167.6㎢あるが、総面積の９割は山林で占められている。町の東部には

標高600ｍ～1,100ｍの伊吹山系が南北に連なり、西部には標高300ｍ～700ｍの中国山

系が南北に走り、四方を山で囲まれ、その間を南北に縫うように高時川と余呉川が流

れている。この両河川に渓流が合流し、琵琶湖に注いでいる。集落は両河川に沿って

点在しているが、人口は、南部の旧余呉村と旧片岡村南部の位置する平野部に集中し

ている。 

 

   図１ 余呉町広域図         図２ 余呉町旧町村区分（昭和42年）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：［余呉町、2004］ 

                     出所：［滋賀県、1967］ 
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   気候は、いわゆる裏日本北陸型に属し、降雨量が多く、冬季には平地で0.7ｍ、北

部山間地で２ｍ程度の積雪がある［余呉町、2006］。積雪は、12月下旬から３月上旬

の３ヶ月近くに及ぶ。このため、北部山間地では冬季に交通が途絶する。昭和30年代

には、菅並、小原、奧川並、尾羽梨、鷲見、椿坂の北部地区にそれぞれ小学校の分校

が設けられていた。 

   交通網は、過疎地域としては充実している。町内南部にはＪＲ北陸線余呉駅があり、

湖西線経由で京都まで１時間、北陸線経由で米原まで30分程度でアクセスできる。車

の場合、南に隣接する木之本町の北陸自動車道木之本ＩＣまで時間にして10分程度で

通じている。現在では、集落の大半は自動車の通行が可能な沿道に点在している。た

だし、鉄道駅は町南部に位置しており、北部地域への公共交通機関は町の三セクであ

る株式会社余呉バスによる２路線しかない。 

 

(２) 人 口 

   人口は、長期減少傾向に歯止めがかかっておらず、深刻な過疎化に悩まされている。

余呉町の人口は、明治以来７千人内外を維持してきたが、全国で過疎・過密問題が

ピークに達した昭和30年代後半に大きな落ち込みがあり、５千人強となった後緩やか

な減少が続いていた。しかし、平成バブル崩壊以降、再び減少に拍車がかかり、現在

では４千人を下回っている。人口の減少とともに高齢化が進み、1990（平成２）年に

過疎地域活性化特別措置法に基づく「過疎地域」の指定を受けている。現在の高齢化

率は30.6％（2005（平成17）年国勢調査）に達している。 

   町がこれまで一貫して過疎化に悩まされてきた背景には自然現象の問題がある。す

なわち、近畿地方では珍しくまとまった降雪があることである。除雪機や融雪装置が

導入されるまで、奥地集落では冬の間には徒歩での移動を余儀なくされていた。また、

過去には幾度も豪雪による甚大な被害を被ってきた。1979（昭和54）年には豪雪地帯

対策特別措置法の「豪雪特別地域」の指定を受けている。 

 

(３) 産 業 

   雪は、雇用吸収力のある事業所の立地にも大きな障壁となってきた。町内の就業者

の多くは南部の長浜市及びその周辺町村へ通勤している。余呉町は農村としての性格

が色濃いが、西浅井町とともに県内でもっとも就業人口の流出が多い市町村（流出と

流入の格差が4.0倍）になっている。 
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表１ 各地区別人口推移 

 
  昭和31年 昭和35年 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成元年 平成５年 平成10年 平成15年 

人 口 236 225 219 213 223 226 237 223 220 195 187 
坂 口 

世帯数 64 63 61 59 57 58 56 56 56 58 59 

人 口 638 623 622 578 568 587 571 571 579 577 535 
下余呉 

世帯数 129 130 141 133 138 141 142 139 138 144 140 

人 口 949 886 802 793 812 808 794 810 793 766 754 
中之郷 

世帯数 212 201 189 193 214 215 225 220 217 221 227 

人 口 130 136 152 144 147 142 135 128 129 126 122 
八 戸 

世帯数 30 29 28 28 29 29 29 29 30 33 30 

人 口 355 357 353 370 368 359 343 359 348 340 326 
川 並 

世帯数 88 88 86 89 89 87 84 85 84 84 82 

人 口 198 198 156 172 169 165 170 154 149 139 137 
下丹生 

世帯数 44 42 41 36 35 36 36 34 34 33 35 

人 口 583 584 536 524 516 485 486 496 476 445 416 
上丹生 

世帯数 130 130 130 127 122 121 122 119 117 117 114 

人 口 94 85 81 71 69 63 58 49 45 42 36 
摺 墨 

世帯数 22 21 21 20 20 19 20 14 15 14 14 

人 口 346 318 293 247 239 223 202 183 176 132 102 
菅 並 

世帯数 78 76 80 69 65 64 61 59 58 55 49 

人 口 204 193 176 185 190 192 181 167 158 138 113 
文 室 

世帯数 46 44 42 42 45 42 40 37 38 38 36 

人 口 319 302 282 270 267 259 242 239 217 206 186 
国 安 

世帯数 77 75 74 71 68 68 67 66 68 66 61 

人 口 366 377 349 364 416 429 446 439 432 509 518 
東 野 

世帯数 85 87 83 86 99 104 114 111 115 135 139 

人 口 196 202 170 187 176 195 170 173 156 217 198 
今 市 

世帯数 42 41 38 48 47 46 51 47 45 65 63 

人 口 163 155 152 149 136 141 146 145 146 137 124 
新 堂 

世帯数 39 39 37 38 36 35 38 37 38 35 34 

人 口 210 202 170 162 166 171 157 154 145 137 125 
池 原 

世帯数 54 53 47 47 47 48 46 44 46 42 39 

人 口 298 267 234 225 203 195 173 157 142 142 128 
小 谷 

世帯数 66 64 62 61 59 54 51 50 44 41 38 

人 口 313 268 192 143 119 111 126 115 109 98 91 
柳ケ瀬 

世帯数 80 72 60 47 43 38 42 37 37 29 30 

人 口 225 215 173 170 160 150 129 118 110 94 71 
椿 坂 

世帯数 47 45 43 41 39 36 33 33 33 31 30 

人 口 355 348 291 273 218 196 141 125 110 69 68 
中河内 

世帯数 78 79 72 65 58 58 51 48 47 34 37 

人 口 6,178 5,941 5,403 5,240 5,162 5,079 4,907 4,805 4,640 4,509 4,237 
総 数 

世帯数 1,411 1,379 1,335 1,300 1,310 1,299 1,308 1,265 1,260 1,274 1,257 

出所：［余呉町、2004］ 
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   これまで余呉町の産業を支えてきた農林業については、年々就業人口の減少が続い

ており（表２）、直近の統計では専業農家は54戸しかない（表３）。第１次産業人口

比率が５割を超えていた1970（昭和45）年当時でさえ、町民所得のうち、農林業所得

は所得全体の12.5％を占めていたに過ぎない（表５）。余呉町は内陸型の気候に加え、

中山間地という地形上耕作面積も小さいため、農業のみで生計を立てるには厳しい環

境にある。また、後述するようにかつては薪炭業が盛んであったが、今ではその従事

者はいなくなり、材木業も構造的な不況にあえいでいる。 

   町では、これまで企業誘致に努めてきたものの、事業所数は低位に推移しており、

町外への就労者の流出は一層進みつつある。 

 

表２ 余呉町の常住地就業人口の推移 

 
県内他市町村 県外市町村 年

 
 
度
 

総
 
 
数
 

余
呉
町
内
 

西
浅
井
町
 

木
之
本
町
 

高
 
月
 
町
 

虎
 
姫
 
町
 

米
 
原
 
町
 

長
 
浜
 
市
 

彦
 
根
 
市
 

そ
の
他
の
 

市
 
町
 
村
 

敦
 
賀
 
市
 

そ
の
他
の
 

市
 
町
 
村
 

昭40年 3,116 2,415 15 182  26 31 24 291 29  11 77 15 

 45年 3,186 2,085 23 280 230 82 30 304 36  22 81 13 

 55年 3,074 1,461 19 512 364 84 33 389 62  54 64 32 

平17年 1,894  842 24 246 199 35 36 248 51 160 35 18 

出所：各年の国勢調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３ 専兼業別農家数の推移（単位：戸数)

 
兼業農家 

年 度 専業農家 
第一種 第二種

計 

昭和35年 252 206 792 1,250 

  40年 125 253 776 1,154 

  45年  87 157 843 1,087 

  50年 100 191 770  961 

  55年  69  33 817  919 

  60年  73  39 693  805 

平成２年  77  21 564  662 

  ７年  76  71 430  577 

  12年  49*  14  263*  517 

  17年  54*  13  220*  480 
 
*) 平成12年度以降は販売農家の戸数 

出所：各年の農林業センサス 

表４ 産業区分別人口の推移 

 
産業別就業人口 

年 度 総人口
総 数

第１次 

産 業 

第２次 

産 業 

第３次 

産 業 

昭和35年 6,344人
3,542人

 100％

2,359人 

 66.6％ 

 413人 

11.7％ 

 770人 

 21.7％ 

  40年 5,713人
3,116人

 100％

1,896人 

 60.8％ 

 416人 

13.4％ 

 804人 

 25.8％ 

  60年 4,900人
2,536人

 100％

 578人 

 22.8％ 

 940人 

37.1％ 

1,017人 

 40.0％ 

平成17年 3,931人
2,092人

 100％

 293人 

 14.0％ 

 598人 

28.6％ 

1,003人 

 47.9％ 

出所：各年の国勢調査 
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表５ 町民所得の内訳（1970（昭和45）年、単位：千円） 

 

 総所得額 給与所得 農林業所得 事業所得 営業所得 そ の 他 

実 数 1,006,800 783,026 120,502 55,306 42,285 9,681 

割 合 100.0％ 77.8％ 12.5％ 4.5％ 4.2％ 1.0％ 

出所：［財団法人山村振興調査会、1975］ 

 

 

(４) 地域特性 

  ① 余呉町の成り立ち 

    余呉町は、昭和の合併時に旧余呉村、片岡村、丹生村の３か村合併によって誕生

している。旧３村は、それぞれ文化的・風習やまちの成り立ち、風土等において異

なった特性を有しているが、この地一帯は、縄文時代から開かれていた地で、奈

良・平安時代には余呉郷、片岡郷、丹生郷が律令体制により制定され、その後これ

ら三郷は「余呉の庄」という荘園になるなど、歴史的な一体感が強い地であった。

江戸時代には、彦根藩、膳所藩、淀藩、大津藩、飯野藩の各藩に分割統治されてい

たが、現在の大字はそれぞれ１つの自然村として行政の単位をなしていた。 

    明治に入ると近代的な地方行政体制が模索され、1871（明治４）年の戸籍法の制

定では戸籍区が設けられ、翌年には町村に代わる区画として大区・小区制がとられ

たが、滋賀県では1872（明治５）年に町村を併せて158区が設定され、現在の余呉

町は第３区～第５区に区分された。その後、1878（明治11）年には郡区町村編制法

によって郡と町村が復活することとなり、翌年５月に伊香郡役場が置かれたが、村

と郡との隔たりが大きすぎるとの批判が村から出されたため、近隣の村同士で組合

を設置することが郡役場から許可された。伊香郡内には１番～15番までの組合が設

置され、うち現在の余呉町に属する村は第５番組～９番組に分かれた。さらに、自

由民権運動の影響から、政府は1884（明治17）年に町村に置かれていた戸長役場に

対し複数の町村をまとめてひとつの戸長を置く制度（連合戸長制度）に切り替え、

長は民選から知事による官選とした。余呉町管内では1885（明治18）年に５つの連

合戸長役場が設けられた（表６）。 

    1889（明治22）年の町村制によって、連合戸長役場の区域を再編する形で、旧余 
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表６ 明治期における町村再編過程 

 

 明治元（1868） 
明治４ 
(1871) 

明治５ 
(1872) 

明治12 
(1879) 

明治18 
(1885) 

明治22 
(1889) 

昭和29 
(1954) 

 石 高 藩 県 県 区 分 村 連 合 村 制  

中河内 87,168
彦根藩 
(預) 

大 津  
中河内村
戸長役場

椿 坂 68,610 〃(〃) 大 津  

柳ケ瀬 133,065 〃(〃) 大 津  

 柳ケ瀬村外

 １ヶ村戸長役場

小 谷 107,810 彦根藩 彦 根  

今 市 200,285 膳所藩 膳 所  

東 野 604,610 淀 藩 淀  

池 原 408,256 飯野藩 大 津  

国 安 544,690 〃 大 津  

文 堂 324,150 淀 藩 淀 

第４区 

 

 池原村外
 ５ヶ村戸
 長役場

片岡村 

釘 川 8,327 大津県 大 津  

尾羽梨 6,119 大津県 大 津  

鷲 見 7,864 大津県 大 津  

奥川並 15,304 彦根藩 彦 根  

田 戸 152,363 大津県 大 津  

小 原 532,698 大津県 大 津  

菅 並 152,363 大津県 大 津  

(洞寿院) 30,000 (洞寿院)   

上丹生 532,698 大津県 大 津 

摺 墨   

 上丹生村
 摺 墨 村

上丹生 203,619 大津県 大 津  

 菅並村外
 ９ヶ村戸
 長役場

丹生村 

349,710 彦根藩 彦 根  

450,055 淀 藩 淀  

37,045 飯野藩 大 津  
中之郷 

107,950 膳所藩 膳 所 

第３区 

 

下余呉 689,240 彦根藩 彦 根  

八 戸 197,840 淀 藩 淀  

川 並 379,170 彦根藩 彦 根  

(川並新田) 46,120 淀 藩 淀  

坂 口 277,050 彦根藩  

(菅山寺) 50,000 (菅山寺)
彦 根 

 

 下余呉村
 外４ヶ村
 戸長役場

余呉村 

余呉村 
 

昭和46 
年町制 
施 行 
余呉町 
となる 

黒 田 1,411,520 彦根藩 彦 根   

大 音 944,300 彦根藩 彦 根   

山梨子 18,357 彦根藩 彦 根   

飯 浦 195,760 彦根藩 大 津 

第５区 

 

 大音村外
 ６ヶ村戸
 長役場

 

 木之本町 

出所：［余呉町、1995：26］ 
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   呉村、片岡村、丹生村が発足した(９)。結局、明治初期の変革期を経てもなお、奈

良時代の律令体制以来の郷の区画が維持されたのである。そして、1954（昭和29）

年12月15日の三か村合併による新余呉村の成立によって、現在の余呉町の区域にな

り、2009（平成21）年に至る。 

  ② 旧余呉村 

    旧余呉村は余呉湖を中心として町南部に広がる平野部で、ＪＲ余呉駅が通り現在

の町役場も立地する商業・行政の中心である。町人口の推移では旧余呉村の減少率

がもっとも小さい。 

    地区内には余呉湖（東西0.9㎞、南北1.8㎞）がある。もともと閉鎖湖で賤ヶ岳を

鏡のように映し出すことから鏡池とも呼ばれるほど水質の良さで知られていた。こ

の湖は、近江風土記に登場する羽衣伝説の舞台であり、全国にある羽衣伝説のなか

でも最古のものとされている。余呉湖畔に住む男が、水浴びをしている天女が柳に

かけていた羽衣を自宅に持ち帰って隠し、困り果てた天女を自分の妻として子ども

ももうけたが、ある時ついに天女は羽衣を見つけ、男と子どもをおいて天に帰って

しまうという話である。このとき、後に残された子どもを哀れに思った菅山寺の僧

が寺に連れ帰り養育したのが後の菅原道真であるという［梅原、1991：101-104］。 

  ③ 旧片岡村 

    旧片岡村には、古くから近畿と北陸を結ぶ街道が南北に走っていた。戦国時代に

は、柴田勝家が関ヶ原方面に南進するルートとして整備し、軍事面で交通の要衝と

なった。江戸時代には北国街道として、福井以南の藩が参勤交代する際のルートと

なり、町最北端の中河内は、かつては本陣まで置かれた宿場町として賑わった。 

    明治になると宿場町は急速に寂れたが、代わって米原から敦賀に抜ける鉄道が

1884（明治17）年に開通し、旧片岡村内に中之郷駅と柳ヶ瀬駅が設置された。柳ヶ

瀬からは福井県境の山越えのため、当時としては日本一長い柳ヶ瀬トンネルが掘ら

れたが、急勾配であったためスイッチバック方式がとられた。加えて、蒸気機関車

を後押しする機関車が柳ヶ瀬駅で連結されていた。こうしたことから、柳ヶ瀬駅は

北陸トンネルが開通するまで米原・敦賀間で最大の駅として栄えた。 

                                                                                 

(９) 1889（明治22）年の町村制施行による余呉村誕生時には、まだ村長が任命する区長職があり、

12円２人、10円２人、６円１人の５人が吏員として報酬を受けていた（いずれも11ヶ月分。以

下同様）。ちなみに、当時の村長報酬は77円、助役と収入役は55円であった［鏡岡中学校郷土

クラブ、1975：50］。 
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    また、同村は南北に長い地形で、北部は山間部のため冬季には１～２メートル程

度の積雪がある。 

  ④ 旧丹生村 

    旧丹生村は、余呉町のなかでも山あいに位置するが、縄文時代から人々が居住し

ていた形跡が発掘されている。この地は古くは大陸文化が海を伝って輸入される際

の重要な交通路であった［梅原達治、1991、101］。たとえば、現在のダム建設予

定地に接する菅並にある菅山寺は、764（天平宝字８）年に孝謙
こうけん

天皇の命により、

高僧照檀上人
こうそうしょうだんじょうじん

によって建立されたとされ、この地に早くから仏教が伝播したこと

を物語っている。 

    この寺は889（寛平元）年に菅原道真が再興したとされる。菅山寺の経蔵には、

日本唯一といわれる、宋版一切経七千余巻（専暁上人が宋より持ち帰った経典）が

納められていたが、1613（慶長18）年に徳川家康の強い要望によって、東京芝の増

上寺へ渡すことを余儀なくされた。増上寺の経典は今も国の重要文化財として寺宝

となっている。当時の幕府は、その代償として50石の寺領と周辺の広大な山林を与

え、そのため今も全山豊かな自然に囲まれた霊地のまま昔の面影を保っているとい

う(10)。 

    丹生村も冬季にはまとまった積雪がある。このため、伊香郡には克雪を念頭に置

いた独自の建築様式（余呉型住宅）が発達してきたが、その特徴は丹生北部でもっ

とも顕著に見られる。また、北部山間部は交通の便が悪く、インフラ整備はほとん

ど進んでいない。1959（昭和34）年の農山漁村電気導入促進法の改正に伴い、1961

（昭和36）年に僻地農山漁村電気導入補助金が交付されるまで、北部山間地集落で

はランプ生活を余儀なくされていた。 

 

(５) 集 落 

   余呉町の集落は、行政上の区画である区の単位と概ね重なり、基本的に字単位に

なっている。江戸時代の自然村以来の歴史を有する。明治の町村制施行までは基礎的

自治体の単位であり、現在でもさまざまな共益活動を担っている。図３は、1982（昭

和57）年当時の菅並における区組織図である。徴税、水道管理、テレビアンテナ管

                                                                                 

(10) 奥琵琶湖観光連盟ホームページ。http://www.okubiwako.jp/mountain/kanzanji.htm 

   最終アクセス 2010年３月30日 

せんぎょう
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理(11)、神事など多くの業務を担っていることがわかる。現在もいくつかの事務が簡

素化されているものの、組織体制に大きな変化はない。 

   これ以外にも、道路の融雪装置の維持管理、消防団活動、高齢世帯の雪かき、ごみ

ステーションの維持管理、民生委員・福祉委員の選出、町の回覧・配布物の配付など

多岐にわたる活動を行い、行政事務の代行的な役割を果たしている。 

   また、本稿で取り上げる北部山間地集落の場合、ほぼ全世帯が薪炭産業に従事して

いたこともあって、集落構成員の数は少なかったが結束力は強固で、かつより多くの

役割を担っていた。冬季における路面の除雪作業や郵便、病人の運搬など、奥地であ

るがゆえに、平地集落では行政が担う業務も集落で分担せざるを得なかったのである(12)。 

 

図３ 区組織図の例（1982（昭和57）年の菅並区の組織図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          出所：［鏡岡中学校郷土クラブ、1983：56］ 

                                                                                 

(11) 余呉町では、1993（平成５）年にケーブルテレビ局が開局するまで、テレビ放送は各集落が

山上に設置した共同アンテナによる受信に頼っていた。台風や積雪の度にアンテナの調整が必

要になるため、アンテナの管理は手間のかかる仕事であり、役員にとって大きな負担であった。 

(12) 北部山間地の６集落に通じる道路は公道（県道と村道）であったが、融雪水によって道路が

損傷するため、春先に延べ10～20日かけて、集落挙げて道路補修を行っていた。また、冬季に

は郵便も不通になるため、３日に一度、３人１組で雪道をかきわけつつ奥地集落の南端である

田戸まで郵便の代行を行っていた。奧川並から田戸まで、３～４時間程度かかったという。さ

らに、病人が出ると、集落間をタンカでリレーして診療所まで運ばなければならず、個人的な

負担（個々の労力に加え、依頼人世帯による運搬者に対する謝礼）も大きかった［木村、

1974：294-295］。 
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 3. 集団移住事業に至るまでの背景・事業の構想 

 

(１) 昭和30年代の環境変化 

  ① 新生余呉村の誕生 

    現在の余呉町は、1954（昭和29）年12月に、旧余呉村、片岡村、丹生村が合併し

て新余呉村が誕生したことに始まる。合併方式は新設合併であるが、旧余呉村の名

称がそのまま引き継がれ、役場も旧余呉村役場が使われた。初代村長は谷口甚市で

あり（在任1955（昭和30）年１月～1963（昭和38）年１月）、初代助役が前述の第

２代村長である桐畑辰治郎である（同1955（昭和30）年２月～1963（昭和38）年１

月）。 

    当時の町村合併促進協議会では、村名と役場庁舎の位置が問題となった。対等合

併であることから、新村の名称を「余呉村」とすると吸収合併の印象を与えてしま

うのではないかという懸念があり、広く一般から公募するという方法が採られた。

結果的には、新村のシンボルは余呉湖であること、古くからこの地帯一帯を「余呉

の庄」と呼んでいたことから、「余呉村」に落ち着いた。役場庁舎も「当分」とい

うことで旧余呉村役場ということになった(13)。また、合併後数年は旧村意識が強

く、各種事業施行に当たって議論になったが、10年を経過したあたりから徐々に解

消したという［余呉町、1984：５］。 

    その一方で、新余呉村の誕生は、地域住民の一体感を高める方向にも作用した。

たとえば、旧３村には青年団組織があり、若者の大半は所属していたが、３か村の

合併に先立って三村連合青年団を結成している（合併後に余呉村青年団に改称）。

元助役の丹羽昭夫氏（在任1992（平成４）年４月～2000（平成12）年12月）が主導

し、新余呉村の初代青年団長になった。この青年団には、その後町政を担った多く

の人物が関わっていた。 

    当時、日本経済はようやく戦前の生産水準にまで回復し、高度経済成長にさしか

                                                                                 

(13) 協議の結果、中之郷北部に決定されたという。ところが、1958（昭和33）年北陸本線が付け

替えられ本線は余呉湖北側に移転し、旧北陸本線は柳ヶ瀬線という盲腸型ローカル線となり、

さらに1964（昭和39）年４月には廃線されバス路線に転換された。こうした社会情勢の変化を

踏まえ、旧中之郷駅構内の払い下げを受け、将来の道路行政を考慮して、そこに庁舎を建てる

ことになった［余呉町、1984：５］。町役場庁舎も、撤退・集約の趨勢のなかで決まっている

のである。 
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かろうとしていた。農山村において重化学工業を中心とする経済発展の恩恵は単純

には受けられるものではないが、戦後復興を経て旧丹生村や旧片岡村の山間部を中

心に材木業が活況を呈していた。そうした時代背景から、新余呉村の誕生は人びと

にとって新しい時代の幕開けと映ったのである。 

    こうした一体感は、合併後のまちづくりにおける旧村への配慮という形で補強さ

れていった。合併前の県事務所への村勢報告によれば、旧余呉村は、水利の便が悪

く、洪水による農地への被害がたびたびもたらされていることが、旧片岡村では10

月下旬に初雪が降り、豪雪に悩まされていることが、旧丹生村は北部山間地のため

無電灯のランプ生活を余儀なくされていることが述べられている［滋賀県統計協会

伊香支部、1955］。これらの課題は新生余呉村の重点施策になった。同時に、＜相

互依存モデル＞が描くような、県・国への陳情項目でもあった。 

  ② 村政を揺るがした２つの出来事 

    この時期に、村政を揺るがす対照的な２つの出来事が生じた。ひとつは、過疎化

の行き着く先としての集落の消滅問題であり、もう一つはさまざまな付帯事業を

伴った琵琶湖総合開発事業である。後述するように、前者は、日々の最低限の生活

すら成り立たなくなった集落の移転事業であり、後者は、湖畔の護岸事業から観光

事業としての自然休暇村事業に至る、さまざまな公共事業の呼び水となった。そし

て、両者の指向性を弁証法的に止揚したのが、その後の北部山間地のダム事業であ

る。ダム建設・地域開発の名目で外部から資金を注入し、北部地区の集団移住を資

金的にバックアップする役割を果たしたのである。 

    一方で集団移住という離村が促され、他方で地域開発のための莫大な事業費が投

入されるという矛盾のなかで、余呉町は一定の自律的な対応をとりつつも、次第に

観光を名目とした補助事業や起債への依存度を高めていく。この意味では＜相互依

存モデル＞の典型なのであるが、この帰結が、財政の逼迫とそれを直接の要因とす

る市町村合併の選択であった。その意味では、＜相互依存モデル＞は自治体にとっ

ては持続可能なものではなかった。しかし、北部山間地のダム事業誘致は、単なる

地域開発のための陳情の成果ではなかったところが重要である。本稿の「長期段階

的撤退モデル」にしたがえば、このダム事業は、まさに集落閉鎖へ向かう一貫した

長期トレンドの趨勢上にあり、その後の合併も同様である。 

    これらを基礎的自治体の在り方の観点からどのような分析が可能だろうか。この

ことについて考えてみるために、4.で集団移住事業、5.以降でダム建設構想と市町
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村合併への対応について取り上げてみる。 

 

(２) 余呉村の薪炭産業の衰退 

   合併直後の余呉村は、林業で活況を呈していた。ただ、旧３村で林業の成り立ちや

地形が異なる等のため、それぞれ生産形態に特徴が見られた。昭和の合併前の旧３村

別山林面積では、山間地に位置する旧丹生村が群を抜いているが（表７）、木材生産

量では旧余呉村がもっとも多い（表８）。これは、旧村ごとの特性や歴史的な経緯に

違いがあるためである。 

   まず、植生については旧余呉村が杉、檜、松などの人工林が多いのに対し、旧片岡

村と旧丹生村は自然林が中心で、旧丹生村は広大なブナやトチの原生林も有している

（表９）。これは、旧片岡、旧丹生村は山間部で傾斜地が多く豪雪地帯でもあり、造

林に適さなかったことによる。代わりに、この２村は木炭、薪、柴の生産量が旧余呉

村を大きく上回っている（表10）。旧片岡村は薪の生産量が群を抜いており、歴史的

に木炭の生産が本格化したのは明治以降のことである。これに対し、旧丹生村は江戸

時代以来の木炭の主産地であった［余呉町、1995：433］。 

 

表７ 昭和の合併前の所有者別山林面積（単位：町） 

 

 私 有 林 村 有 林 部落有林 社寺有林 民有林計 国 有 林 民有・国有林計 

旧余呉村 641 － 167 13 820 90 910 

旧丹生村 6,417 143 2,365 216 9,140 125 9,266 

旧片岡村 2,643 － 2,350 83 5,076 － 5,076 

計 9,701 143 4,882 312 15,037 215 15,252 

出所：［余呉町、1995：433］ 

 

表８ 昭和の合併前の旧村別木材生産量（単位：石） 

 

 昭和25年 昭和26年 昭和27年 平 均 

旧余呉村 11,025 13,795 7,905 10,908 

旧丹生村 2,452 2,739 4,089 3,094 

旧片岡村 5,409 6,123 4,989 5,507 

計 18,886 22,657 16,983 19,509 

出所：［余呉町、1995：433］ 
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表９ 昭和の合併前の樹種別面積（単位：町） 

 

 杉 檜 松 クヌギ ブナ トチ 雑 計 

旧余呉村 238 36 169 ４ － － 348 795 

旧丹生村 425 ７ ９ － 887 83 7,337 8,748 

旧片岡村 180 12 85 － － － 4,660 4,937 

計 843 55 263 ４ 887 83 12,345 14,480 

出所：［余呉町、1995：433］ 

 

表10 昭和の合併前の薪炭生産量 

 

 
木 炭 

俵 
薪 

束
柴 

束 

旧余呉村 1,018 55,200 49,400 

旧丹生村 79,124 67,300 81,200 

旧片岡村 51,348 206,900 84,750 

計 131,490 329,400 215,350 

出所：［余呉町、1995：434］ 

 

表11 木炭生産高及び木炭価格の動向 

 

年  次 
昭和
20年

25年 30年 35年 36年 37年 38年 39年 40年 41年 42年 45年 46年 

全 国 
(万ｔ)
114.53)

186.6 208.9 150.4 126.4 111.6 90.9 72.5 55.9 51.6 45.0 17.5  

滋賀県 
(ｔ)

19,2953)
15,741 14,815 10,167 9,039 8,223 7,410 6,765 4,600 3,398 3,362 549  

生 
 
産 
 
高 

北部集落1) (俵)2) 約55,000    
約  

40,000
  

6,000 

～  
7,000 

3,000 

黒炭山元価格1) (円) 2954) 268 367 425 415   429 488 533 591  

 
注１）北部集落（６集落）の出荷量は農協取扱分で、出荷量及び価格は農協丹生支所（当時）の取

扱担当者への聞き取りによる。価格は岐阜県高山市の取引例で、１俵（15㎏）当たりの価格。 

注２）１俵は15㎏詰め。 

注３）全国及び滋賀県の生産高は、全国燃料協会資料による。 

注４）昭和25年の価格は昭和28年時点のもの。 

注５）農協丹生支所では、昭和47年から木炭の取扱を中止している。 

出所：［木村、1974：293］の表に加筆。 
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   旧片岡村・旧丹生村の薪炭生産は、明治末期から大正に至る時期が最盛期で、県内

でも有数の産業であった。そして、戦後も山村経済の有力な支えになってきたが、

1955（昭和30）年前後から、家庭燃料が石油系の燃料に急速に切り替わっていった。

このいわゆる燃料革命によって、薪炭は急激に販路を失うこととなり、1965（昭和

40）年に171あった炭窯は、わずか10年後の1975（昭和50）年には１割以下の13にな

り、1990（平成２）年には最後の窯が閉じられてしまった［余呉町、1995：441］。 

   昭和40年代初頭までには薪炭産業は急速に崩壊していったが、昭和30年代に広葉樹

薪炭をパルプ原料として利用する技術が開発されたことや、住宅等の木材需要は旺盛

だったため、薪炭産業から木材生産にシフトすることで、全国の林業全体で見ればな

お活況が続いていた。余呉町においても一時期人工造林が増えていった。 

 

(３) 北部山間地集落の特殊事情 

   しかしながら、薪炭産業への依存度がもっとも大きかった北部山間部（旧丹生村の

うちの奥地集落）では、その衰退の影響をまともに受け、集落存亡の危機にさらされ

ることとなった。その理由は、もともと急傾斜地で豪雪地域のため材木生産に適さな

かったことに加え、ほぼ全戸が江戸時代から薪炭業に従事してきたという集落の特殊

性によるところが大きい。北部山間地集落とは、丹生川の上流に位置する奧
おっ

川並
こうなみ

、針
はり

川
かわ

、尾羽梨
お ば な し

、鷲見
わ し み

、田戸
た ど

、小原
お は ら

の６集落である（図２）。これらの集落は、山あいの

奥地に位置する。以前から公的サービスが行き届かなかった地であった。交通の便も

悪く、大型乗用車が入ることすらできなかった。 

   では、こうした辺鄙な地になぜ集落が形成され、生活が成り立っていたのか。それ

は、北部６集落住民の大半が、古くから山中にこもって生計を立ててきたからである。

一説では、近世以前から成立し、美濃国から移り住んできた人たちが定住したといわ

れている［宮本、1964：76-85］。山間地の集落は、通常山谷を開墾し、川下から順

に切りひらかれてできるが、これらの集落は、川下を遡った人が住み着いたのではな

く、山越えにやってきた人が住み着いてできたと考えられている(14)。 

   これら集落の人たちの多くは、いわゆる木地屋であった。木地屋とは、山中にこも

                                                                                 

(14) 江戸時代、結婚などによって転居した場合、転居先の寺院に檀家であったことを証明する送

り手形を送付し、そこの寺院の改帳に記入させていた。これによると、余呉町北部の婚姻圏は

福井県や岐阜県に広がっていたという［鏡岡中学校郷土クラブ、1980：49-56］。江戸時代に

おいても、山を越えた交流が特殊でなかったのである。 
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り、木を伐採して椀や農具などの木器を製作することを生業とする職人である。平安

時代に文徳天皇の子、惟喬
これたか

親王が隠遁していた日本コバ(15)に近い東小椋村（現東近

江市）の君ヶ畑と蛭谷周辺で、土地の人々にろくろ挽きの技術を伝授したことにはじ

まるといわれる。彼らは、惟喬親王の家来太政大臣小椋実秀の子孫として誇りを持ち、

それを証する古文書の写しを大切に持ち歩いていた。それには、山七合目から上の木

は自由に伐ってよいという趣旨の特権が記されていた［宮本、1964：77］。だが、あ

くまで木を伐る自由だったので、適当な木を木製品に加工した後は、また良質な木を

求めて山中を自由に移動し、やがてその行動範囲は東日本を中心に全国に広がったと

いわれている。そのなかで、木地屋として生計を立てられなくなった者や、適当な土

地を見つけた者が、山中で定住し、農林業や炭焼き業を始めるようになった(16)。そ

れが、北部６集落の成立だったと考えられている。そのため、村の成り立ちは、川下

の集落とは異なっており、かつ下流域の集落との交流はもともとあまりなかったよう

である［宮本、1964：105］。 

   江戸時代には、これら６集落には炭焼きが主力産業として確立しており、なかでも

奧川並は彦根藩の御用炭の大半を生産していた。ただし、他の５集落は近江藩に領有

されていたこともあって、奧川並と他の集落とは、平地に出るために通過する田戸、

小原以外、全く関係性を持っていなかった(17)。たとえば、小原には、「小原籠」と

いう伝統工芸品があるが、これは鎌倉時代に都落ちしてきた白子皇子（土御門天皇の

皇子）が当地で居を構え（丹生川のほとりに皇子の御所という意味の「御所ケ原」と

いう地名がある。）、皇子は村人にお礼として木籠の作り方を教えたという言い伝え

がある［小原かごを復活させる会、2005］。その一方で、奧川並には、代々伝承され

てきた「きかご」があるが、小原籠とは別物であり、これはかつて木地業を行ってき

た名残と考えられている。 

 

(４) 薪炭産業の急激な落ち込みと集団移住構想 

   薪炭産業の急激な衰退は、木炭業を生計の柱としてきた北部山間地集落の生活に決

                                                                                 

(15) 鈴鹿連峰の一部で、滋賀県東部に位置する標高934メートルの山。木地屋発祥の地とされ、

名前の由来は木場から転じたといわれている。 

(16) 豊臣時代の検地と郡制によって、人が入らない未開の地も区画されるようになったことが、

木地屋の定住を促すきっかけのひとつになったようである。 

(17) 奧川並や針川の氏神は春日神社だが、尾羽梨は日吉神社というように、神社系統にも違いが

あった。 
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定的な打撃を与えた。この影響は、当然のことながら木炭業を生業としていた他の地

区にも及んだが(18)、山間地の６集落では、全戸が木炭生産に従事しており、地理的

な制約から労働移動も困難であり、事態はより深刻であった。 

   こうした環境の急変を村当局はどのように受け止めていたのだろうか。1968（昭和

43）年４月に取りまとめられた建設計画には、「中之郷の住宅地附近を奥地住民の転

出者」の住宅地とすることや、「奥地住民の移住」対策として公営住宅を建設するこ

とが記されている［木村、1974：302-303、滋賀県地方課、1968］。また、余呉村は

1968（昭和43）年に山村振興地域の指定（旧片岡村と旧丹生村が対象）を受け、翌年

２月に滋賀県に対して山村振興計画書を提出し、それに基づいて第１期振興山村農林

漁業特別開発事業（1968（昭和43）年～1971（昭和46）年度）を実施したが、そもそ

も計画書の構想段階から北部山間地域には事業は予定されていなかった(19)。 

   これらから、第１に、村は遅くとも1967（昭和42）年度当初の段階までに、北部山

間地集落への公共投資を断念していたこと(20)、第２に、すでに1967（昭和42）年度

の時点で山間地集落の移転構想を持ち、その観点から住宅整備計画を立案していたこ

と、第３に、県はこれらの内容を把握していただけでなく、立案の段階から関与して

いたことなどが推察される。 

   このような余呉村の計画方針に基づき、国・県の事業の誘導も進められた。その限

りでは、＜相互依存モデル＞の描写する基礎的自治体の在り方が余呉村でも見られる。

                                                                                 

(18) 木炭業従事者が多かった旧片岡村の椿坂や柳ヶ瀬地区においても、1960～1965（昭和35～

40）年の人口減少率が、それぞれ20.0％、28.0％にも達した。ただし、柳ヶ瀬地区の人口減少

については、北陸線の付け替えに伴う柳ヶ瀬駅の廃止の影響が大きい。また、椿坂は距離的に

は北部山間地集落と同様町中心地から最奥地にあるが、幹線道路が通じており、鉄道の代替バ

スも運行していたため、労働移動の困難さは北部山間地の比ではなかった。 

(19) 村が当該集落の代表と集団移住について公式に協議の場を持ったのは1969（昭和44）年１月

頃であったが、すでに昭和30年代末頃から奧川並の区役員を中心に集落が維持できなくなりつ

つある現状の訴えを聞いており、その頃から企画課を中心に集団移住の構想を持ち始めたよう

である。 

(20) 山村農林業特別開発事業の主な事業は、①農林業の生産基盤整備（ほ場、用水施設整備、農

業機械導入等）、②社会生活環境整備（生活改善センター、母子健康センター、簡易水道等の

整備）、③道路網の整備、④国土保全施設整備（砂防事業）だが、砂防事業の一部を除き、北

部地域には事業は実施されなかった。山村振興計画の基礎資料については、1967（昭和42）年

度当初に村が作成し、７月に県が「第１期山村振興都道府県調査報告書 滋賀県余呉村」

（1967（昭和42）年７月１日現在）として取りまとめているから、村は、遅くとも1967（昭和

42）年度当初の段階までに、北部山間地集落への公共投資を断念していたと考えられる。 
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しかし、その導入方法は、地区間・集落間の単純な横並び競争では説明できない。余

呉村は、「奥地」を段階的に閉鎖し、外部から誘導すべき資源は、それ以外の地区・

集落に向けられたからである。たとえば、集団移住が具体的に議論され始める1969

（昭和44）年３月19日の第２回定例会では、辺地事業債のための議決（辺地に係る公

共的施設の整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和37年法律第88号）第

３条第１項）が行われている。その場合の対象となる「辺地」は、「奥地」ではなく、

旧片岡村のなかでは中心部に近い「滋賀県余呉村摺墨辺地」などである。 

   人口73人、0.28㎢、辺地度点数139点、辺地世帯21世帯の同集落に、「公共的施設

の整備を必要とする事情」は、「当摺墨辺地は上丹生より1.8㎞、小谷より1.5㎞の谷

間にあり上丹生より巾員1.5ｍの軽自動車がようやく通交出来る道路があるが、急患

通学通勤に非常な不便をきたし、特に降雪時の除雪には道路の入口に当たる上丹生の

道路巾員が特に狭く、除雪車は通行不能である。又生活の基幹である森林資源の開発

もおくれしたがって生活水準も他に比して著しく低い。生活文化水準の向上と教育の

均等化を図らんとするには、道路の整備が第１の急務であり、現在の道路を改良しよ

うとするものである｣(21)ということである。この他、いくつかの「辺地」の地区別に、

寄宿舎・小規模引用水供給・道路・簡易水道・母子健康センターなどが計画されてい

る。 

   集団移住は、当時の桐畑辰治郞村長のリーダーシップの下に構想された。村長は、

「山村部落は放置すると力のあるものは出てゆき力のないものだけが残る。そうなら

ぬように対策を講ずることがわれわれの義務である」［余呉町、1995：566］という

信念を持っていた。それで、村は1967（昭和42）年頃から県に集団移住の可能性を打

診し、そのための対策を構想していたのである。もっとも、1968（昭和43）年の秋口

までは、地元住民と集団移住に向けた協議を公式に行っていたわけではなく、集団移

住事業についてはなお慎重な立場をとっていた。その理由は、ひとつには、移転費用

を手当てする見通しが立っていなかったこと(22)であり、もう一つは、移転せず踏み

とどまれる可能性、言い換えれば移転以外あり得ないという確信を持てなかったため

である。 

                                                                                 

(21) 余呉村議会議事録。 

(22) 移転費用に充てることができた集落共有林については、表16にあるようにすでに1967（昭和

42）年頃から売り食いされているが、民有林という性格上村はその事実を正確に把握できてい

なかった。また、登記上の面積と実測面積の差が大きく、処分費用の予測を立てることも難し

かった。 
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   前者については、移転構想を企画する段階から県に打診し、国への過疎対策事業の

採択などの陳情を行っていただけでなく、移転費用そのものを捻出する事業費の陳情

も行っていた。それが、高時川ダム（現丹生ダム）事業であった。つまり、北部山間

地周辺にダムを建設することで、水没集落として移転補償を受け、さらに周辺地域へ

の公共投資を進めようというものであった。これが奏功し、1968（昭和43）年になっ

て、建設省からダム建設事業の予備調査の申し入れが村にあり、10月に小原でボーリ

ング調査が行われている。その後紆余曲折を経てダム建設は進められ、後述するよう

に、北部集落のうち昭和40年代に集団移住できなかった集落は、その後水没集落とし

て移転することになる。 

   後者の、移転せず踏みとどまる可能性については、村は専門家の意見を仰ぐことで

決断の材料にしようとした。村は、県から紹介を受け、1968（昭和43）年８月に北部

山間地集落の地域振興に関する調査を財団法人山村振興調査会に委託し、その結果が

10月に意見書として取りまとめられた。村は、この結果を受けて集団移住を決断し、

関係者との協議を経て実施されることになる。 

   このように、余呉村の集団移住には、昭和40年代に村の単独事業として実施された

ものと、ダムの水没補償として実施されたものとがあるが、ダム関連の移転も、もと

もと昭和40年代当初に構想されたものだったのである。1968（昭和43）年12月17日の

第８回臨時会での堺惣助・村議の「奥地対策について、ダム化問題も建設省に任せて

房
ママ

観していてよいのか」という質問に対して、桐畑村長は、「奥地のダム化の問題に

ついて」として、「辺地対策は政府の打ち出している対策を乗りこえての対策は仲
ママ

々

難しく、最も通
ママ

切に対策を講じる必要あるのは奥川並であるが、いづれにしても地元

の意志の問題で、村長として地元民と話し合いの機会を持ちたいと思っている｣(23)と

答弁している。「辺地」を超えたさらに「奥地」には、国及び村の対策は難しいと表

明されている。そして、奥地のダム化＝高時川ダム問題と、奥川並などの集団移住問

題とは、一体不可分だったのである。 

 

(５) コンサルタント意見書から見る集落の経済状況 

   財団法人山村振興調査会の専門調査員は、1968（昭和43）年８月に現地に入り、実

地調査を行った。この調査の特徴は、村内集落を耕地の広狭、経済力、交通立地の良

                                                                                 

(23) 余呉村議会議事録。 
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否によってＡ～Ｄの４段階の地区（等級）に分類し、そのなかで北部山間地６集落を

最低ランクのＤ地区に位置づけ、他のランクとの比較から地域再生の可能性を検討し

ていることである（表12）。Ａ・Ｂ地区は村南部の平地農業地域で、Ｃ地区はその外

側に位置する中間農業地域である。 

   農家戸数はＡ・Ｂ地区に集中しており、両地区で村の農産物販売額の９割を占める。

これを１戸当たりの田畑面積で比較すると、Ｄ地区は村平均の半分にとどまっている。

また、土地の生産性も低い。これは、Ｄ地区が山間地であることによるが、１戸当た

りの山林面積も最下位であり、しかも新植の取組も他地区と比べ遅れを取っている。 

   さらに、報告書では、Ｄ地区固有の問題について触れ、農林業所得を補填するため

の冬季の出稼ぎ労働が、除雪労働を要するためにままならないことや、役場、学校、

診療施設へのアクセスが困難といった生活上の不便が解消される見込みのないことを

あげている。そして、これらの理由から、報告書では、村当局が構想する集団移住を

支持せざるを得ないと結論づけ、「余呉村南部の中心地へ６部落全戸を移住し、そこ

での再建を計る以外に方策はない」と提言した。 

 

表12 余呉村地区ランク別農林業比較 

 

地 区 

ランク 
集 落 名 

地 区 

人 口 

農 家 

人 口 

山 林

利 用

農 家

１戸当

田面積

１戸当

畑面積

１戸当

山 林

面 積

この１年 

間に新植 

した山林 

面積 

水 稲 

反 収 

農産物 

販売額 

シェア 

Ａ 坂口・下余呉・八戸・川並 1,186人  269戸 238戸 43ａ ９ａ 11反９畝 １反３畝 394㎏ 40.0％ 

Ｂ 

中之郷・下丹生・上丹生・

文室・国安・東野・今市・

新堂・池原 

2,354人  541戸 447戸 36ａ 13ａ 18反１畝 １反２畝 366㎏ 50.4％ 

Ｃ 
摺墨・菅並・小谷・柳ヶ

瀬・椿坂・中河内 
1,138人  268戸 233戸 34ａ ８ａ 28反２畝 １反３畝 288㎏ 9.5％ 

Ｄ 
小原・田戸・奧川並・鷲

見・尾羽梨・針川 
 378人   76戸  75戸 18ａ ５ａ 11反０畝 ７畝 225㎏ 0.1％ 

村全体  5,056人 1,154戸 993戸 36ａ 10ａ 18反４畝 １反２畝 350㎏ 100％ 
 

注１）水稲反収は1960（昭和35）年の農林業センサス、それ以外は村役場資料（データは1965（昭

和40）年度）による。 

注２）畑は普通畑。 

注３）１畝は99.17㎡で、10畝が１反（≒１ａ） 

注４）農産物販売額シェアは、1960（昭和35）年の余呉村農産物販売金額約3,300万円の内訳 

出所：［財団法人山村振興調査会、1968］の内容をもとに作成。 
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   実際、山村地域の生活は相当に厳しかった。1966（昭和41）年度における旧丹生

村・旧片岡村の世帯当たり農林業収入（1965（昭和40）年）は、55.4万円に過ぎない

（表13）。このため、昭和30年代の後半頃から所得の不足を補うため冬季に出稼ぎに

出るようになった（表14）。しかし、集落挙げて除雪作業をしなければ歩くことすら

できず、家屋が倒壊する危険も出てくるため、出稼ぎも相当な覚悟を要し、かつ充分

な稼ぎを得ることが難しかったのである。 

 

表13 旧丹生村及び旧片岡村の１世帯及び１人当たり所得（1966（昭和41）年度） 

 

山村名 農林業所得 農林業世帯数
１世帯当たり

所    得
農林業人口 

１人当たり 

所   得 

丹生村 
千円 

146,217 

戸

323

千円

453

人 

1,299 

千円 

113 

片岡村 285,707 456 627 1,886 151 

２村計 431,924 779 554 3,185 136 

出所：［滋賀県、1967］ 
 

 

表14 旧片岡村・旧丹生村における出稼労働者数 

 

出 稼 先 期   間 
年  次 出稼労働者数

県 内 県 外 ６ヶ月未満 ６ヶ月以上 

1965（昭和40）年 48 32 16 48 0 

1966（昭和41）年 56 34 22 56 0 

出所：村調査 

 

 

 

 4. 集団移住の経緯 

 

(１) 第一次集団移住（奧川並） 

   村は、コンサルタント意見書を受け、その内容を議会に諮り、対策を協議した。同

じ頃、奧川並でも区でこの件について検討し、1969（昭和44）年１月に集団移住を決

議して村に正式に集団移住の対策を進めるよう要請した。これを受け、当時の桐畑辰
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治郞村長は、３月に村議会に奥地対策委員会を設置した(24)。その後の経過は、1969

年６月13日・14日第３回定例会でも報告されている。議長（小西秀夫）報告によれば、 

 

    ３月19日の定例会において奥地対策特別会の設置に伴い、４月19日第１回の奥地対策特別

委員会が開催され、委員長に岡山要君（中ノ郷）、副委員長に中谷政次君（針川）が選出さ

れましたことを報告します。尚、４月16日、小原分校にて奥地対策懇談会が持たれ、地元役

員の方と懇談いたしました。 

    ４月25日には、村長と共に奥川並を訪問し部落移住について地元住民と話し合いました。

その結果、是非、今年中に下の方へ出たいとの決意を聞いて参りました。 

    ５月９日、役場に於いて奥地対策特別委員会を開催され、奥川並の問題につい検討し、予

定地の亡
ママ

岡電託中継所を視察しております。この会合には地元奥川並の役員３名も同席し、

意見を聞いております 

 

  というものである。村長行政報告でも、「2. 奥地対策の問題」として、 

 

    先ほど議長から報告がありましたように、小原分校で丹生北部６部落の役員３名づつ寄せ

て意見をききましたが、各部落の意向は、資力がないので出られない、ダムの建設をまつて
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

しか方法がない
● ● ● ● ● ● ●

……
マ マ

 

    処が、奥川並の区はそれまで待てないとの意見
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

であったそこで、４月25日に議長と奥川並

に出向いて区民と膝をつき合わせて話しをした処、区長が言っていた通り、全員が移住でき

るように考へてくれ、と言うことでした。 

    村としては、候補地として、今市の中継所を利用してはどうかと考へている 

    ５月１日に、大阪の近畿電気通信局へ出向き、管財課長と話し合った処、公社はやはり適

正価格でないと払い下げができないと言っていていたが、処分する気あるらしいので、５月

11日に奥川並区民に中継所を見せた。その結果、奥川並は村長に宜しくたのむと言うことに

なったので、本格的に公社と交渉を進めたい考へである。（傍点筆者） 

                                                                                 

(24) 1969（昭和44）年３月19日の第２回定例村議会議事録より。なお、当時の余呉村議会には、

行政常任委員会（５名）、財政常任委員会（５名）、建設常任委員会（５名）の他に、水政対

策特別委員会（９名）、北陸自動車道対策特別委員会（９名）、奥地対策特別委員会（９名）

の３つの特別委員会が置かれている。当時の余呉村の重要課題の所在が窺える。「水政」とは、

余呉湖開発を中心とする政策課題である。 



 

－ 31 － 

●
－自治総研通巻378号 2010年４月号－●

  というものである(25)。 

   つまり、村は、奥地各集落代表者を各３人集め協議した。その結果、各代表から、

集団移住を進めてほしいとの意見が出されたが、奧川並からは、年内に移転したいと

いう強い要望が出された。そのため、村はこれを受け、村長・議長が奥川並に出向い

て地元住民との協議を行い、奧川並の集団移住に向けた具体的な準備に入ったのであ

る。もっとも、村としては年内の移転というのは想定外の要望であった。当初、村は

中之郷に公営住宅を建設する構想を持っていたが、土地取得もこれからという状況で

あり、しかも公営住宅法に基づく補助金申請は前年度までに行われていなければなら

なかったからである。 

   村の企画課を中心に土地探しからはじまったが、たまたま企画課職員だった畑野

（本稿執筆時点での前町長）が、自宅のある今市にあった電信電話公社片岡中継所の

使われていない官舎に目を付けたという。それが前述の村長村政報告にも示されてい

る。これは、かつて名古屋からの電話の中継基地が旧片岡村に置かれた際、現地の従

業員用向けに建てられた11世帯分の官舎であった。電話の自動化によりその役目を終

え、使われていなかったのである。積雪のためかなり痛んでいたこともあって、交渉

の末680万円で払い下げを受けることができた。村は、これを改修した上で、集落各

戸に土地を分譲し、建物を無償譲渡、修繕費を各戸負担とした。11月15日に住宅の修

繕、水道・電気等の整備が終わり、個々の入居住宅を抽選で決め、25日に入居という

慌ただしいスケジュールであった。また、年度途中ではあったが、県との交渉で、県

の特別交付税から該当経費を拾ってもらった。奧川並の集団移住の事業費は表15の通

りである。 

   最終的に移転した15戸のうち、村で手当てした上記の住宅に入居したのは11戸で、

残る３戸は中之郷へ、１戸は木之本町へそれぞれ自己資金で移転した。移転費用は共

有林の立木を矢橋林業株式会社に6,000万円ほど（１戸当たり約500万円）で売却した

利益を充てた（表16）。 

   また、各戸はこれまで炭焼きで生計を立ててきたため、村は新たな就職先の確保に

も努めた。まず、女性に対しては、自宅の近くにあることが求められていたので、官

舎に隣接していた電電公社片岡中継所の本館に真空管メーカーのワボウ電子株式会社

（本社：長浜市）余呉工場を誘致して採用してもらうこととした。12月１日より創業 

                                                                                 

(25) 余呉村議会議事録。 
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表15 奧川並集団移住事業費（単位：千円） 

 

区 分 事業費 県補助 村 債 一般財源 地元負担金 備  考 

土 地 建 物 

購 入 費 
 6,800 

敷 地 

木造住宅 

鉄筋本館 

建 物 修 繕 

工 事 費 
 5,844 

3,750 3,000  394 5,500 

木造住宅修繕 

集 団 移 住 

見 舞 金 
  750    750  

１世帯50千円×

15世帯 

附帯事務費   221    221   

計 13,615 3,750 3,000 1,365 5,500  

出所：［余呉町、1995：569］ 

 

表16 奧川並における集団移住費用の財源（共有林売却の内訳） 

 

売却時期 共有林権利者 売 却 先 売却面積 売却価格 使  途 

昭和42年 不 詳 

矢橋林業株式会

社（チップ生産

会社） 

約 1,000haの立

木 
不 詳 当座の生活資金 

昭和44年 15戸 同 上 不 詳 9,000万円 集団移住費用 

注）いずれも立木の売却で、土地は奧川並の共有地のまま。 

出所：［木村、1974：296］の記述をヒアリング内容をもとに加筆・修正して作成 

 

  を開始した。次に男性については、1964（昭和39）年に操業を開始したガラス製造の

日本電気硝子株式会社滋賀高月工場（高月町）への就職を斡旋し、大半がここに就職

した。ガラスの製造現場はかなり蒸し暑く、厳しい職場環境であったが、彼らは炭焼

きの暑い仕事に慣れていたため、とても重宝がられたという。 

 

(２) 集落の一致化 

   集団移住に当たっては、奧川並でひとつの字とすることを希望していたが、受入先

の今市側は反対していた。冬季の集団移住後の最初の春である1970（昭和45）年３月

14日の第２回定例会では、以下のような質疑が行われている。 

 

    石山伊佐夫・村議……奥川並地区が今市へ移住された事に関連して、奥川並、今市の関係

については移住当時は村が中に入り話合をされたように聞いております。今市の行政下とし
● ● ● ● ● ● ● ●
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てひとつの班として行
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ってゆくとの話を聞く
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ものであり、しかるに
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

奥川並地区において単独
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

で区長を選任した
● ● ● ● ● ● ● ●

ことを聞いており、これらは今市の行政と一致化
● ● ●

することになっていたが、

これらはどのようになるものか。…… 

    村長 奥川並は、今市地区の一ヶ班として今市の行政下に入る、との原則
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

は変わって居ら

ないものであります。しかし神社の問題、又以前奥川並より出て行かれた方との財産の権利

問題等が残っているので、村としても出来だけ早く解決するよう考へていきたい。このよう

な問題があるので、しばらくの間認めざるを得ないかと考へるものであります。…… 

    石山・村議 只今村長の答弁により了解しましたが、財産或は神社の件は別として
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

、行政

との事は明確にされたい。尚今後もこのような件があると思はれるので
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

明確にされるよう切

望します。 

    岡山要・村議 関連して、行政区として条例的に設定される意志があるものかどうか、又

されるならば、これらが望ましいと思はれます。 

    総務課長（片岡宇年） 只今のご質問でありますが地方自治法によって定められている事

は大字又は小字の区域を変更することは議会の議決を必要とすることになっておりますが、

もし廃止した場合にこれらの区域はどこに属するか考へる必要があります。行政上の問題は

住民が今市に移住したことによって今市と一体化
● ● ●

として行きたい。条例を持って行政区を定
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

める考はありません
● ● ● ● ● ● ● ● ●

。 

    岡山・村議 事務嘱託等の問題で、行政区を設定された方がよいのではないかと思はれま

す｡ 

    総務課長 法的には村以下のものを条例を持って制定することは出来ないと思います。 

    （傍点筆者） 

 

   このように、集落としての奥川並は、移転直後も「単独で区長を選任」して、集落

自治を守ろうとしたのであるが、受入側の今市集落や村当局はこれを認める方針がな

い。あくまで、受入側の集落の「地区の一ヶ班として」「行政下に入る、との原則」

であり、「今後もこのような件がある」ので、「一体化」「一致化」を「明確」にし

たのである。弱者救済の名目で行われた集団移住であるが、村当局や受入側集落とい

う村内強者の論理のもとには、抵抗の余地はなかったのである。1970（昭和45）年５

月20日の第３回臨時会で、村長招集挨拶において村長は以下のような報告をしている。 

 

    村長……奥川並の行政上の問題について、その後地区民と全員協議をした結果、行政区域



 

－ 34 － 

●
－自治総研通巻378号 2010年４月号－●

 

は今市の行政と一体化してゆく事が将来のために良いのではないか、との村の方針を述べ話

合をした結果了承を得たので、今市、奥川並の代表者を今市公会堂へ参集を願い、意見を交

換した結果、今市へ一本化するとの了解を得た次第でありますので、御報告します。…… 

 

   こうして、奥川並を字や行政区とすることは断念せざるを得なかった。ただ、氏神

であった神社だけはどうしても建立したいという強い希望は受け入れられ、奧川並は

今市と奧川並の両方の氏子に入ることとなった。そして、この一致化の方針は、後の

集団移住でも堅持されていった。 

 

(３) 第二次集団移住（針川） 

   奧川並の移転が終わると、最北部にあった針川からも集団移住の対応を求める陳情

書が村に出された。集団移住はあくまで、集落の「自主的」な意志に基づくとされて

いる。1970（昭和45）年３月14日の村議会第２回定例会での村長施政方針に対する質

疑でも、 

 

    東野助一・村議 土木費の住宅建数について20戸の公営住宅を建築することで計上されて

おりますが、これらは奥地対策のこととおもわれますが、奥地対策委員会で検討をされたも

のか、或は奥地の人々はまだそこまでの決心は出来ていないように聞くが、これらは奥地対

策として政治的配慮によるものか伺いたい。 

    村長 昨年奥川並の移住については一段落を致しましたが、その後関係地区とも協議をし

た結果、１年を待たずに移住をしたいとの事態により、県と協議をしてこれら住宅のワクを

受けたもので、移住についてはあくまで自主的なものとして
● ● ● ● ● ● ● ● ●

行はれるもので村としても村民
● ●

を定着させるため
● ● ● ● ● ● ● ●

に又奥地のみに限定することなく他の村民に利用されても順当でないかと

の考へのもとに建築したいものであります。（傍点筆者） 

 

  と表明されている。 

   針川の移転に対しては、村は次のような対応を行った。その間の経緯は、1970（昭

和45）年12月16日の村議会第６回定例会で淡々と報告されている。 

 

    事務局長 諸般の報告 ９月17日 丹生北部地域対策懇談会が小原分校にて開催され、村

長、助役を始め、議長、奥地対策特別委員長が出席されております 
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     …… 

   ○行政報告 村長怪我（11月26日）のため助役 

    助役（綾戸政美 のちの村長）……次に昨年度より取り組んでおります集落再編成の問題

でありますが、本年度は針川地区の要請に基づき当初予算に公営住宅20戸建築について予算

化をして計画いたしたところ、用地買収に予想以上に日時を要し、９月１日に指名入札をお

こなってから完成に努力しましたが、最終的には異例の降雪に見舞はれ１週間程度完成が遅

れましたが、県土木部の協力を要請し竣工検査を終了し、去る12月８、９日の両日にわたり、

針川12戸、尾羽梨１戸の移住を完了いたしたものであります。 

    入居後は中ノ郷区への編入をお願いしているものであり、両区の理解と協力により、村の

発展のために協力を願へるよう、指導する所存であります。 

 

   奥川並と異なり、針川の第二次集団移住の段階では、もはや字を独自に維持すると

いう議論自体なくなっているのである。 

   次に、住宅については、役場近くの中之郷の水田4,552㎡と国鉄払い下げ地2,773㎡

を購入して20戸（２ＤＫ）分の公営住宅を建設して当座の移転先を確保した。その上

で、個人の住宅購入先として、東野の畑地約２万㎡を8,768千円で購入し、12,473千

円を投じて宅地造成を行い、それを１区画当たり平均36万円（91坪）で住民に払い下

げた。また、県から１戸当たり150万円の住宅資金融資（年利４％・20年償還）引き

出し(26)、さらにその年利の２分の１である２％分を村が20年間補助することとした。

建物は、好みの業者を各自が選べるようにした。建物の建設費は個人負担で、平均

500万円ほどだったという。 

   そして、住宅は個人宅地・住宅という持ち家政策を採っている。1970（昭和45）年

３月11日の村議会第２回定例会での質疑によれば、 

 

    高山慶三・村議 先ほどの村長の施政方針の中より２点について伺いたい 

    ①奥地対策の問題でありますが、当年度20戸の計画を立てられているが、私が考へますと、

公営住宅を建て奥地対策の一環として行はれ、これらによって永住されるものと考へており

                                                                                 

(26) 県のこうした支援は、豪雪や火災などの災害時でも見られる。たとえば、1956（昭和31）年

８月に中河内集落で58戸中50戸が焼失する大火があったが、その際、村はブロック積みの応急

住宅の建設に当たり、県と掛け合い、県営住宅として建設してもらい、県が村に手数料徴収料

を支払うことで、その額と入居者の家賃とを相殺し、これにより、個人に家賃負担をさせない

ようにしていた。 
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ましたがこの点について伺いたい。（以下略） 

    村長 ①奥地対策と公営住宅の問題でありますが、現在積極的に申出のあったのは針川地

区でありますが、自宅の住宅を建てる事は至難と考へられるので、一応公営住宅に入居を願

い、次の手段を考へいきたい。公営住宅は永住するものではなく、又これ以上の事は財政的

にも困難である。従って来年の冬が越せない人に入居を願う事とした二段構えで行きたい 

 

  とされている。 

   また、就職先については、奧川並と同様に町外の事業所を斡旋するとともに、女性

については誘致企業への就職を斡旋した。 

   他方で、集落側は、２度目の共有林売却となる買入の申請を営林局に対して行い、

1970（昭和45）年夏頃に内定し、11月に移転した。１世帯当たり500万円ほどの移転

費用が捻出できたという。針川の主な移転費用は表17の通りである。最後の住民は14 

 

表17 針川集団移住事業費 

 

事業費財源内訳 
区 分 事業費 

国庫補助 県補助 地方債 水田債 一般財源
摘   要 

公営住宅 

建 設 費 

千円

32,898

千円 

11,024 

千円 

5,900 

千円

6,500

千円

5,600

千円

3,874

土地7,325㎡ 

住宅20戸 

移  住 

見 舞 金 
750   750

１戸50千円×15戸

分 

計 33,648 11,024 5,900 6,500 5,600 4,624  

出所：［余呉町、1995、573］ 

 

表18 針川における集団移住費用の財源（共有林売却の内訳） 

 

年 度 
共有林 

権利者 
売却面積 手     続 売却価格 使   途 

昭和41年 

① 保安林整備臨時措置法に基づ

き、事前に共有林を保安林とし

て指定 

② 同法による民有林買入措置に

よる国の買入 

不 詳 当座の生活資金 

昭和45年 

14戸 約1,500ha

同  上 7,000万円*) 集団移住費用 
 

注）推定額。 

出所：［木村、1974：296］及びヒアリング内容 
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  世帯であったが、中之郷に移転したのはうち11世帯であり、残る３世帯は町外に移転

した。そして、最終的に11世帯のうち９世帯が村の用意した東野の土地に移転した。

針川では東野集落からの独立の希望は出されず、針川の氏神である八幡神社は東野の

神社に合祀された。 

 

(４) 第三次集団移住（尾羽梨） 

   1971（昭和46）年には、尾羽梨の集団移住の準備が進められた。この移転にあわせ、

村は先の公営住宅を16戸分増築して対応した。このときも、村の斡旋で共有林を売却

し、１世帯当たり500万円の移転資金が捻出された（表20）。第三次移転の場合は、

すでに移転先が確保されていたことや、奧川並・針川の移転の実績があったため、比

較的短期間のうちに進められた。 

   尾羽梨の主な移転費用は表19の通りである。最後の住民10世帯のうち、公営住宅へ

の入居２世帯、東野の造成地の払い下げを受けて新築移転３世帯、中之郷に住宅を購

入１世帯で、残る４世帯は町外に移転した。ただし、尾羽梨の場合、集落単位で移転

しようという機運は高まらなかった。移転先集落との話し合いも行われておらず、神

社の合祀もなされなかった。 

   第一次から第三次にかけて、集落ごとの自律性を維持したままの村内「集団移住」

という性格は次第に弱まり、村外転出も含めた個別的・離散的な移転になっている。 

 

表19 尾羽梨集団移住事業費 

 

事業費内訳 
事業名 事業費

国庫補助 県 補 助 地 方 債 一般財源 自己資金
摘   要 

公 営 住 宅 

建 設 費 

千円

24,207

千円 

8,968 

千円 

4,425 

千円

5,300

千円

5,241

千円
公営住宅16戸分 

集 団 移 住 

宅地造成費 
21,241   21,241

土地代8,768千円 

宅地造成12,473 

移 住 

見 舞 金 
450   450 50千円×９戸 

個人住宅の 

建 設 費 
60,046  

県貸付金 

18,000 
42,046

１戸当たり土地代 

360千円×建築12戸 

計 105,944 8,968 22,425 5,300 26,932 42,046  

出所：［余呉町、1995：576］ 
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表20 尾羽梨における集団移住費用の財源（共有林売却の内訳） 

 

年 度 売却面積
共有林 

権利者 
手   続 就業への影響 

売却価格 

(買入価格) 

昭和42年 1,080ha 

① 保安林整備臨時措置法

に基づき、事前に共有林

を保安林として指定 

② 同法による民有林買入

措置による国の買入 

木炭生産（自営）

を廃業し、国有林

の造林労務や周辺

町村の工場勤務な

どの賃金労働へ 

不 詳 

昭和46年 

590ha 

(台帳面積

は191ha)*)

９戸

① 同上。昭和46年４月６

日付で売り渡しの申込 

② 翌年１月24日付で国有

地編入の権利移転終了 

集団移住（一戸当

たり500万円の売

却益を主に住宅建

設費に充当） 

4,720万円 

(土地4,595.3万

円・立木124.7

万円） 
 

注）昭和46年の共有林の売却面積は、［余呉町、1995］によれば2,000ha。 

出所：［木村、1974］の記述をもとに作成。 

 

  その意味では、過疎という社会経済の長期的趨勢に抗いきることはできない。もちろ

ん、村の事業として「集団移住」を行う以上、本来は村外転出は望ましいことではな

い。それゆえに、集団移住のなかで村外転出をするものに、村当局はどこまで支援を

すべきかは問題となりうる。第二次集団移住の際にこの点は議論となった。以下は、

1970（昭和45）年12月16日の村議会第６回定例会での質疑である。 

 

    東野助一・村議 集団移住への見舞金でありますが、高月町や名古屋市等への他町村へ移
● ● ● ● ●

住された方にも支払される
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

との説明でありましたが、出来得る限り村内に留まって欲しい目
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

的
●

のものに様々な施敷をされていることと思いますが、目的に反する様に考えますので、こ

の点考慮されたいと思いますので、この点について伺いたい。 

    助役 一部落が集団にて移住することについて、これらの助成を県へ要請いたしておりま

すので、これらの関係上村としても見舞金として支出するもので、個人において移住される

方に対しては支出する考へは全くありません。しかし集団にて移住をされるため見舞金とし
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

て
●

支出いたしたいので御了解を願いたい。（傍点筆者） 

 

   移転する集落が集団的に出ていくことを支援しているのであり、行き先は必ずしも

問わないのである。「奥地」からの撤収だけではなく、余呉村自体からの撤収が、あ

る意味で長期的な趨勢として視野に入っていたのである。 

 



 

－ 39 － 

●
－自治総研通巻378号 2010年４月号－●

(５) 第四次集団移住の挫折 

   余呉町（1971（昭和46）年町制施行）は、北部６集落のうち残る鷲見（18世帯・73

人）、田戸（８世帯・31人）、小原（９戸・36人）の集団移住も計画していたが、思

わぬ事態が発生した。それは、針川、尾羽梨において共有林の売却先であった営林署

（国）が、予算不足のためその後買い取れなくなってしまったのである。このため、

町は、これら３区の住民に対し、住居をそのまま残した形で公営住宅への仮移転を認

めたほか、鏡岡中学校の特別室を改装して仮住まいができるようにしたが、集団移住

は一時中断せざるを得なかった。 

   ちょうどその頃、建設省（国）は高時川上流にダム建設の可能性を模索し、小原で

ボーリング等の予備調査を行っていた。こうしたこともあり、残る区はダム建設の進

捗を見定めた上で検討することになった。 

 

(６) 集団移住事業の効果と集団移住の条件 

   昭和40年代における３次にわたる集団移住は、集落側が希望してから短期間のうち

に実施することができた。村が1966（昭和41）年に旧片岡村・旧丹生村の住民に対し

て実施した意向調査によれば、離村したいと回答した者の大半は町外への移転を希望

していた［滋賀県、1967］。これは、すでに多くの住民が町外の事業所で働くように

なり、どうせなら職場の近くで雪も降らず、地域の煩わしさもない土地をと考えた結

果であろう。それだけに、集団移住事業は、全体で見れば過半の住民が町内にとど

まったという点で成功だったと評価できる。 

   ただし、尾羽梨の移転では、集落の結束力はかなり低下していた。その大きな要因

は、早い段階で共有林財産を手放していたことだったと考えられる［木村、1974：

306-307］。また、第四次の集団移住は頓挫したが、直接的な理由は共有林が売却で

きず、移転費用を捻出できなかったことであった。北部山間地集落で短期間のうちに

集団移住がなしえたのは、共有財産の存在とそれを基盤とする生産活動の実質があっ

たからである。だからこそ、人びとをつないできた共有財産の消失が、集落単位での

移転を難しくする。しかし、人びとをつないできた共有財産の存在は集落単位での移

転を可能にするが、移転が実現するやいなや共有財産は減耗し、受入集落の行政下に

入ることを余儀なくされるというジレンマに直面することとなったのである。 

   また、余呉では集団移住は６集落以外の他の集落で検討されることはなかった。村

は、表12で見たように、積雪や地形等の自然条件、交通、郵便、医療等の社会条件、
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産業育成の可能性などの経済条件を踏まえた上で集落単位での移転の必要性を検討し

ていた(27)。こうして移住対象になった６集落は、厳しい自然環境にあるために集落

活動が重要な役割を果たしていた。しかも、代替可能な社会資源が存在しない集落で

あり、完全に集落機能が消滅する前の、まさにギリギリという意味での限界的な時期

でもあった。 

   近年、限界集落問題がクローズアップされているが、これは高齢化率だけで地域を

類型化している(28)。自然条件や経済条件に加え、集落が果たしてきた機能などを勘

案して集落の置かれている状況を見ていかないと、集落移転の必要性と可能性を主張

できないであろう。単に限界集落化が進んでいるというだけで集団移住の機運が高ま

るわけではないのである。考えてみれば当然であり、集団移住をしようという集落の

意思が成立するのは、ある程度踏みとどまっている限界状況においてであり、限界線

を越えた「集落」（集落としての機能を持っているかどうかは疑問の場合もあるので、

単なる「所在」のこともある）では、自然のなすがままに放置される可能性が高いの

である。 

   限界集落において集団移住が求められるのは、資力のないあるいは介助を必要とす

る住民（主に単身又は夫婦のみの高齢世帯）が取り残されてしまわないようにするこ

とも大きな理由であろう。集団移住は、「力のあるものは出てゆき力のないものだけ

が残る」状態を回避するための方策だからである(29)。そうであるならば、「力のな

いもの」を積極的に移転させ、生活基盤を確保した上で、「力のあるもの」が定住し 

                                                                                 

(27) 集落をいくつかの条件で類型化して移転対象を検討する手法の先駆けは、山形県小国町であ

る。同町は、1968（昭和43）年に集団移住を実施したが、その後全117集落について移転の必

要性を検討するため、「自然的条件」「社会的条件」「経済的条件」「人口減少率」から７つ

の診断要件を設定し、５つ以上の項目に該当する集落を「居住限界集落」と位置づけ、集落か

らの希望があれば町が集落再編整備を行うとした［小国町、1970］。実際、余呉村も村職員、

県職員、議員が小国町に視察に行っているが、それは奧川並の移転後であり、余呉村の検討は

村独自のものである。 

(28) 限界集落とは、人口の半数以上が65歳超となり、共同生活が維持できなくなった集落を指す。

限界集落の概念を提唱した長野によれば、高齢化の進行によって準限界集落→限界集落という

段階区分をしている［大野、2008］。だが、移転の必要性の観点から類型化する場合、小国町

の「居住限界集落」の概念の方がより説得力があるように思われる。 

(29) ただし、集団移住でも村外に転出したものもいるので、「力のあるもの」が村外に移転し、

「力のないもの」を村が引き受けたという見方も成り立つ。 
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  続ける条件を整備するという考え方もあり得よう(30)。少なくとも、昭和40年代から

現在までの余呉における集団移住は、北部山間地の奥地６集落に固有の問題と認識さ

れており、他の集落で集団移住が議論されたことはなかった。 

（はらだ こうき 立教大学コミュニティ福祉学部准教授） 
 

（かない としゆき 東京大学大学院法学政治学研究科・  

公共政策大学院・法学部教授） 
 

                                                                                 

(30) この考え方を具現化したのが、後述する介護保険による地域密着型基盤整備であった。集落

全員が移転するという発想を転換し、集落における自立困難者を移転させようとするものであ

る。ただし、移転先が社会的入院や特別養護老人ホームなどの施設である施設型福祉であるな

らば、集落から集落への移転にはならない。そこで、地域密着型という「疑似集落」への移転

に意味が出てくるのであろう。これにより、本人が町内で生活し続けられるだけでなく、残さ

れた配偶者や家族の定住意欲が高まることが期待される。この事業は、ある意味で集団移住と

連続線上で捉えられるのである。 
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